
 

 

 

新型コロナウイルスの終息の見込みが立たず、いまなお経済状況が改善されていない状

況におきまして、このたび育友会のご厚志により、「育友会特別企画費奨学金（育友会奨

学金）」奨学生の追加募集を行うこととなりました。 

今回の募集は、7月に募集しました「校祖友國晴子先生記念奨学金（友國奨学金）」と同

じく、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により家計が急変し、経済的に困窮してい

る家庭を救済し、臨時的に学資を給付することで、学業の継続を支援することを目的とし

ます。 

 

 
１．応募資格 

親和女子高等学校・親和中学校に在学する生徒で、修学の継続に強い熱意があるにもかか

わらず、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）等を起因とする予期せぬ経済状況の悪化に

伴う家計急変により、学資の支弁が困難な者。 

 

（注意事項） 

・本校が募集する他の奨学金、国、地方公共団体が募集する奨学金（就学支援金並びに授

業料軽減補助金等）、およびその他の財団等が募集する奨学金等の受給者も、申請するこ

とができます。ただし、現在、受給されている奨学生制度が、他の奨学金制度との併給を

不可としている場合は、一方の奨学金しか受給できません。 

・7月募集の友國奨学金の採用決定者（および育友会奨学金採用者）は、今回は申請でき

ません。 

・定員がある為、申請されても必ず採用されるとは限りません。また、選考内容について

は一切お答えする事はできませんので、予めご承知おきください。 

 

２．給付額と期間 

・給付額：1人あたり年額20万円 

・給付期間：当該年度限り 

 

３．募集定員 

10名程度 

 

４．選考方法 

提出書類をもとに、年収見込額、収入減少率等を勘案し、募集定員の範囲内で採用者を

決定します。 

なお、必要に応じて保護者等と面談を行うことがあります。 

 

 

５．申請手続および申請書類 

次の(1)～(5)すべての書類および必要に応じて（6）を事務局へ直接提出してください。 

なお、7月募集の友國奨学金にて不採用となった方は、前回ご提出いただいている書類

と重複している場合は提出不要です。ただし、（1）と（6）の書類は、今回もご提出くだ

さい。申請期間は10月2日（金）から10月12日（月）（厳守）までです。 
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【申請書類】 

(1) 申請書（様式（第6条関係）） (学校ホームページよりダウンロード) 

(2) 他の奨学金について（別紙）  (学校ホームページよりダウンロード) 

(3)  家族全員の健康保険証のコピー   

(4)  経済状況を証明する書類※保護者全員分(下記A～Cのいずれかをご用意ください。) 

A. 令和 2年度 特別徴収税額決定通知書（ｺﾋﾟｰ） 

B. 令和 2年度 納税通知書および明細書（全ﾍﾟｰｼﾞのｺﾋﾟｰ） 

C. 令和 2年度 課税証明書（原本） 

(5) 勤務先が発行する2020年度の収入見込証明書（別紙２）※保護者全員分 

（学校ホームページよりダウンロードまたは勤務先所定の様式） 

 ※勤務先の社印が押印されたものをご提出ください。 

 ※所得税・雇用保険料等控除前の支給額をご記入ください。 

 ※収入見込証明書の発行が難しい場合は、2020年1月から直近支給分までの給与支給明

細書のコピーおよび賞与支給明細書のコピーすべて（または月次決算書のコピー）を

ご提出ください。 

(6)  応募資格を満たしていることが証明できる書類 

失業等で、（５）の提出ができない方は、他の証明書を提出してください。 

例：失業証明書、解雇通知書、戸籍謄本等 

 

６．選考決定通知 

採用者には、10月19日（月）までに保護者宛に通知します。 

 

７．奨学金の支給 

10月26日（月）に、学校へ届け出ている授業料引落口座へ振込みます。 

 

８．異動等が生じた場合 

奨学生又は奨学生であった者が、次のいずれかに該当することになったときは、すぐに

届け出てください。 

(1) 氏名、住所およびその他重要な事項に変更のあったとき。 

 (2)  保護者を変更するとき。 

(3)  奨学金の振込口座を変更するとき。 

 

９．奨学金の取り消し 

奨学生が次のいずれかに該当するときは、奨学金の支給を取り消します。 

(1) 申請書に虚偽の記載を行っていたとき。 

(2) 譴責又は停学の処分を受けたとき。 

(3) 奨学金を受ける者としてふさわしくない行為があったとき。 

(4) 退学又は除籍となったとき。  

                                   

《問合先》 

高中事務局 総務課 

 平日 8:00-17:00/土 8:00-15:00 

TEL 078（854）3800 

FAX 078（854）3804 

E-mail info@kobe-shinwa.ed.jp 

 


